
横浜弁護士会国際交流委員会 委員長 武井 共夫 

１ インドネシア訪問のその後 

当会では、２０１３年度に、インドネシア・ジャカルタに赴き、日本弁護士連合会

に相当するインドネシア統一弁護士会や最高裁判所・現地法律事務所・現地日系企業

等を訪問し、大歓迎を受け、現地の新聞・テレビ等で報道もされました。 

このときの法律事務所訪問を契機に、

５月９日に「中小企業のための ASEAN進

出支援セミナー～急成長する新たな経済

圏との取引に向けて～」を当会が主催し、

神奈川県内の企業を中心に、約１１０名

の方に参加頂きました。また、札幌市・

新潟市・東京都・尾道市・浜松市等遠方の弁護士も参加するなど、成功を収めました。 

 

２ 大連訪問 

５月１５日～１８日に、中国・大

連市律師協会等（律師は日本の弁護

士に相当します）を訪問しました。 

初日には、大連市律師協会の王恩

群副会長が、空港まで我々を歓迎し

に来てくれ、花束を贈呈してくれま

した。共同セミナーでは、日中両国

の司法制度・弁護士（律師）制度・弁護士会（律師協会）の仕組み等について、活発

に意見交換しました。 

特に印象に残ったのは、①女性会員比率の差（当時、大連市律師協会は会員約２６

５０名の内約１１５０名が女性で４０％以上だったのに対し、当会は会員約１４３０
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名の内約２８０名が女性で２０％弱）、②意見交換に参加していた律師の半数近くが

日本に留学経験があり、日本語が堪能であり、日本企業・弁護士との仕事が多い、ま

た、国際交流が盛んで、日本以外にも、韓国とアメリカとも定期的に訪問し、ヨーロ

ッパとも交流がある、といったことです。また、報酬のもらい方等を含めた依頼者と

の関係についての問題（時に切実なところも含めて）、若手弁護士（律師）の研修の

仕組みや、弁護士会（律師協会）の体制の問題等、関心を持っている点は共通してい

るのだと認識させられました。 

２日目は、日本企業の顧客を持つ２つの法

律事務所や、大連経済技術開発区を訪問し、

神奈川県内企業の大連進出支援や大連企業

の神奈川県進出支援等について、今後に繋が

りそうな有意義な話合いができました。 

その後、神奈川県内に本社のあるメーカー

の大連現地法人を訪問し、工場を見学させて

頂くとともに、総経理（社長）から現地での

苦労話を聞かせて頂く等、有益な訪問となり

ました。 

３ 韓国・京畿中央地方弁護士会の横浜訪問 

２０１４年１０月２４日、韓国の京畿中央地方弁護士会が横浜を来訪してくれ、共

同セミナーを開催しました。 

当会は、２００３年度に京畿中央地方弁護

士会（当時の名称は水原地方弁護士会）と友

好協定を締結し、２０１２年まで毎年交互に

訪問してきました。本来は２０１３年に来て

もらう予定でしたが、当会の都合で２０１４

年になり、今回で１１回目の交流となりまし

た。 

京畿中央地方弁護士会は、２０１３年に魏哲煥（ウィ・チョルファン）前同会会長



が大韓弁護士協会（日本弁護士連合会に相当）会長に就任され、また、水原市に高等

裁判所の設置が決まるなど、韓国でも注目を集めています。 

２４日の共同セミナーは、会社法のＭ＆Ａをテーマにし、当会からは、西村将樹会

員が「日本におけるＭ＆Ａの動向及び実務における利用例について」、京畿中央地方

弁護士会からは、金井賢弁護士が「Ｍ＆Ａとレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）方

式の法的争点及び事例」と題し、それぞれ基調報告を行いました。その後質疑応答や

意見交換が行われましたが、当会には事業承継や事業再生におけるＭ＆Ａの活用とい

う視点、京畿中央地方弁護士会にはＬＢＯと背任罪の成否という視点について、特に

活発な質疑がなされました。 

次回は、当会が２０１６年に京畿中央地方（水原市）を訪問する番です。引続き、

交流を継続・発展させていきたいと考えています。 

 

 

４ ２０１５年度の活動予定 

当会を紹介する英語パンフレットの制作、友好協定を締結している上海市律師協会

との交流での上海訪問等を予定しています。 

以 上 


